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昨年度から引き続き学童クラブを利用する方も、 

毎年申請が必要です！ 

 

 学童クラブは、放課後や土曜日等に保護者の就労等により保育が必要な 

小学校の児童を、保護者に代わって保育することにより､児童の健全育成

を図ることを目的としています｡ 

 

１ 対象児童 

 保護者が次のいずれかに該当する小学１年生から６年生までの児童 

 ・就労    ・出産    ・疾病    ・障がい 

・介護    ・看護    ・求職活動  ・就学 

２ 申込手続 

（１）令和６年４月から利用する方 

  受付期間：令和５年 12 月４日（月） から 令和６年１月 13 日（土） まで 

  提出場所：役場窓口または各学童クラブ 

（２）年度途中から利用する方 

  受付期間：随時 

  提出場所：役場窓口または各学童クラブ 

３ 申請書類 

（１） 学童クラブ利用申請書（申請書裏面の児童台帳も必ずご記入ください） 

（２） 保育が必要な理由がわかる書類 ※次のいずれかの書類を保護者各１通 

○就労…就労証明書 

○出産…母子手帳（写）（出産予定日が記載されたもの） 

○疾病、障がい、介護・看護…診断書、障害者手帳（写）、介護保険被保険者証（写） 

○求職活動（起業準備中を含む）…申立書、ハローワークカード（求職活動の方のみ） 

○就学…在学証明書、学生証（写） 

 

４ 登録料の納付 

  年間の登録料は３,０００円です。 

  納付書は申込みいただいた方へ郵送しますので、支払期限までに必ず納めてください。 

  なお、年度途中に学童クラブの利用を中止した場合等の登録料の返金はできませんので、

ご注意ください。 

  

令和６年度学童クラブ利用のご案内 
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５ 利用決定 

（１） 申請書類に基づき、保育が必要な状態を審査し決定します。 

（２） 登録料の納入が確認できた方へ利用決定を通知します。 

（３） 学童クラブの利用状況により、利用をお待ちいただく場合があります。 

 

６ 変更などの届出 

次のいずれかが変更になったときは、速やかにその旨を届出するようお願いします。 

（１）住所、氏名、連絡先に変更があったとき 

（２）保護者等の勤務状況に変更（勤務先及び就労期間の変更等）があったとき 

（３）家族構成に変更があったとき 

（４）学童クラブの利用を辞退するとき   

 

７ 利用の取消し 

  次に該当する場合は、利用の許可を取消します。 

（１）申請書及び添付書類に虚偽があったとき 

（２）他の児童の良好な利用を妨げる行為を繰り返したとき 

（３）学童保育の管理上必要な指示に従わないとき 

 

８ 利用時間 

学校開校日 → 放課後から午後７時まで 

土曜日及び小学校の休業日 → 午前７時３０分から午後７時まで 

 

９ 学童クラブの休みについて 

 ・日曜日、祝日 

・お盆期間（8 月 13 日から８月 15 日まで） 

・年末年始（12 月 29 日から１月３日まで） 

・藤崎小学校運動会開催日 藤崎小学校学童クラブ休み 

・中央小学校運動会開催日 中央小学校学童クラブ休み 

・常盤小学校運動会開催日 常盤小学校学童クラブ休み 

・臨時休校日 

 

１０ 送迎について 

 学童クラブへの来所・帰宅は、登録いただいた保護者の送迎を原則としています。 

 保護者の責任において次の送迎をする場合は、必ず連絡帳などで支援員へお伝えください。 

 ※連絡帳は学童クラブで用意します。 

（１）授業終了後、塾や部活動のために、他の場所に寄ってから学童クラブを利用する場合 

（２）学童クラブを利用した後、塾や部活動へ行ってから帰宅する場合 

（３）学童クラブ利用中に町主催事業（放課後子ども教室、子ども総合学習塾等）や部活動

等に参加した後、プールを利用した後に、再び学童クラブに戻って利用する場合 

（４）保護者以外の方が送迎する場合（祖父母、兄弟など） 

（５）児童が 1 人で来所・帰宅する場合  
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１１ お子さんをお預かりできないとき 

（１）37.5℃以上の発熱、咳があるとき 

（２）病気やケガで学校を休んだとき 

（３）学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖の期間中 

１２ 連絡先 

学童クラブ名 所 在 地 対象学年 電話番号 

藤崎小学校 

学童クラブ 

藤崎字西村井５－１ 

(藤崎小学校併設) 

１年生から 

２年生 
７５-３１２０ 

藤崎字中村井２１-１ 

（ふれあいずーむ館内） 

３年生から 

６年生 

０９０-５５９４-

６１０４ 

中央小学校 

学童クラブ 

水沼字浅田１１ 

(藤崎中央小学校併設) 

１年生から 

２年生 
７５-３４０６ 

水沼字浅田１１ 

(藤崎中央小学校１階特別教室) 

３年生から 

６年生 

０７０-７６０４-

０６０９ 

常盤小学校 

学童クラブ 

常盤字三西田２３(常盤小学校併設) １年生 ６５-３１９０ 

常盤字三西田３５－１ 

(常盤生涯学習文化会館内) 

２年生から 

３年生 
６５-３７７６ 

常盤字三西田２３ 

（常盤小学校２階特別教室） 

４年生から 

６年生 

０７０-７６０４-

０６１１ 

※クラブの対象学年は申込みの状況により変更する場合があります。 

 

【お問合せ先】 

○利用申請・決定に関すること  住民課子育て支援係    

☎０１７２－８８－８１８４（直通） 

○利用の運営に関すること  シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

弘前営業所 柏倉 晋一郎  

☎０１７２－２９－１５８１ 

 

 

の登録をお願いします！ 

学童クラブだよりやイベントなどの連絡通知、緊急連絡などは、

専用アプリ「ハグノート」にてお知らせします。 

利用決定通知と一緒に登録の申請書（同意書）を同封しますので、

忘れずにご登録ください。 


